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東北地方太平洋沖地震の発生に伴う教育課程編成上の留意点について（通知） 

 このことについて、別添（写）のとおり通知がありました。 

 つきましては、学校行事の弾力的な対応及び授業時数の確保についてよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

担 当：私学振興担当 佐 藤 

電 話：0 1 9 - 6 2 9 - 5 0 4 2 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：0 1 9 - 6 2 9 - 5 0 4 9 



事 務 連 絡

平成２３年３月２５日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会

各 都 道 府 県 知 事

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 長 殿

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第12条

第１項の認定を受けた地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局教育課程課

東北地方太平洋沖地震の発生に伴う教育課程編成上の留意点について

東北地方太平洋沖地震に被災された方々に心からお見舞い申し上げるととも

に、各機関の多大な御尽力に御礼を申し上げます。

「平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童

生徒等の就学機会の確保等について（通知）」（平成２３年３月１４日付け文

科初第１７１４号文部科学副大臣通知）において、児童生徒等の就学機会の確

保等については周知したところですが、被災地域及び計画停電範囲内等の小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における教育課程編成

上の留意点について、下記のようにまとめましたので御配慮・御指導等をお願

いします。

なお、都道府県教育委員会におかれては、このことを所管の学校及び域内の

市区町村教育委員会に対し、都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設

置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた地方公共団

体の長におかれては、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知い

ただくようお願いします。

記

１．入学式など学校行事について

入学式など学校行事については、各学校・各教育委員会の判断により、その

時期を決定するものであり、特に被災地域等の学校・教育委員会においては、

児童生徒・学校・地域の状況等を考慮し、当初予定していた日程を変更するこ

とも含め、弾力的な対応に御配慮いただくこと。

２．授業時数の確保について

被災地域等の小学校及び中学校等においては、学校教育法施行規則等に定め



る標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害等の不測の事態が発

生した場合、当該標準授業時数を下回ることも認められること。

なお、当該児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習

に著しい遅れが生じるような場合には、可能な限り必要な措置を講じるなど御

配慮いただくこと。

また、公立小学校及び中学校等においても、学校教育法施行規則により、特

別の必要がある場合には、土曜日等の休業日に授業を行うことが認められてお

り、被災地域等において標準授業時数を確保するために土曜日等の休業日を活

用することも考えられること。

さらに、被災地域等の高等学校等においても、授業時数の確保について、小

学校及び中学校等と同様に取り扱うよう御配慮いただくこと。
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